
今宿野外活動センターリニューアル事業提案評価委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条  今宿野外活動センターリニューアル事業において、事業者公募の公募要綱や事業者からの提

案内容について、専門的かつ客観的な観点から広く意見を聴くため、今宿野外活動センターリニュー

アル事業提案評価委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（委員会の目的） 

第２条  委員会では、次の事項について委員会から参考となる意見を招集する。 

（１）公募要綱及び事業提案評価基準に関すること 

（２）事業者及び事業提案書の評価に関すること 

（３）その他事業の推進に関し必要な事項に関すること 

 

（委員） 

第３条  委員会は、次に掲げる５名以内の委員をもって構成し、市長が委嘱する。 

（１）学識経験者 

（２）市民局職員 

2  委員は所掌事項における事業者と特別の利害関係を有してはならず、委員会の公平性・公正性を 

損なってはならない。 

 

（任期） 

第４条  委員の任期は、事業に係る基本協定締結の日までとする。 

 

（組織） 

第５条  委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２  委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。 

３  委員会を主宰し、委員会の議事進行に必要な事項を定める。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

 

（会議） 

第６条  市長は、委員の意見聴取を行うため、委員会を開催することができる。 

２  委員会が必要と認められたときは、委員以外の者の出席を求め、説明またはその意見を聴くことが

できる。 

 

（守秘義務） 

第７条  委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また

同様とする。 



（解嘱） 

第８条  市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、委員を解嘱することができる。 

２  市長は、前項の規定により委員を解嘱した場合は、専門的な知識または経験を有する者その他 

市長が必要と認める者のうちから、新たに委員を選任することができる。 

 

（会議の公開） 

第９条  委員会の会議は、事業者上の地位の保護や提案内容の評価の公平性を確保するため、福岡

市情報公開条例（平成１４年福岡市条例第３号）第 38 条に基づき、原則非公開とする。 

 

（事務局） 

第１０条  委員会の庶務を処理するため、事務局を市民局スポーツ推進部スポーツ施設課に置く。 

 

（運営の細目） 

第１１条  この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則  この要綱は令和６年 3 月１日から施行する。 


